
令和５年度 山形県中学校新人体育大会 第５３回柔道競技 実施要項

１．主 催 山形県中学校体育連盟 山形県教育委員会 (公財)山形県スポーツ協会

山形県柔道連盟 山辺町教育委員会 酒田市教育委員会

２．後 援 山形新聞・山形放送 （株）山形テレビ （株） テレビユ－山形

（株） さくらんぼテレビジョン

３．主 管 山形県中学校体育連盟柔道専門部 東村山地区中学校体育連盟

飽海地区中学校体育連盟 山形市中学校体育連盟

東村山地区柔道連盟 酒田地区柔道連盟 山形市柔道連盟

４．期 日 南ブロック大会 令和５年１０月２１日(土)

北ブロック大会 令和５年１０月２１日(土)

決勝大会 令和５年１１月１１日(土)

５．会 場 《南ブロック会場》 山辺町武道館

〒990-0302 山辺町緑ヶ丘１ 5023-664-7263

《北ブロック会場》 酒田市武道館

〒999-6837 酒田市新町字光ヶ丘33-26 50234-33-9625

《決勝大会会場》 山辺町武道館

〒990-0302 山辺町緑ヶ丘１ 5023-664-7263

６．日 程 [南ブロック大会］ [北ブロック大会]

開場 8時00分 8時30分

計量 8時00分～ 9時00分 8時30分～9時30分

審判打ち合わせ 8時30分～ 9時00分 9時00分～9時15分

競技開始 9時20分 9時45分

[決勝大会]

開場 9時15分

計量 9時15分～ 10時15分

審判打ち合わせ 9時40分～ 10時00分

競技開始 10時15分

※ 開閉会式は行わない。監督会議は事前に書類を送付し書面で行う。

※ 詳細な運用日程については担当から出場校に連絡する。

７．参加資格 （１）本連盟に加盟している中学校１・２年生の生徒。

（２）［南・北ブロック大会］各単位中体連の予選または推薦を経たチーム及び個人。

推薦については、棄権が出た時の代替の場合、または予選が行えない場合に限

る。（階級の変更はできない）

（３）［決勝大会］南・北ブロック大会の上位４チ－ム及び個人上位４名。

（４）参加資格の特例

○「令和５年度 山形県中学校新人体育大会 基本要項 参加資格の特例」（山形

県中体連HP記載）を参照すること。

○「地域クラブ活動に関する参加資格細則 柔道競技」（山形県中体連HP記載）を

参照すること。

８．参加人数

（１）団体戦

①１チ－ムの人数は、男子団体は監督１名、コ－チ１名、選手５名、補欠３名、計１０名以

内とする。女子団体は、監督１名、コ－チ１名、選手３名、補欠２名、計７名以内とする。



②団体戦の選手の編成は、 も体重の多い者を大将とし、以下体重順とする。補欠を選手と

して繰り入れる場合も、大将以下体重順とする。

（２）個人戦 個人試合は、男子８階級、女子８階級で行う。

（男子）５０㎏級（50㎏以下）・５５㎏級（50㎏超～55㎏以下）

６０㎏級（55㎏超～60㎏以下）・６６㎏級（60㎏超～66㎏以下）

７３㎏級（66㎏超～73㎏以下）・８１㎏級（73㎏超～81㎏以下）

９０㎏級（81㎏超～90㎏以下）・９０㎏超級

（女子）４０㎏級（40㎏以下）・４４㎏級（40㎏超～44㎏以下）

４８㎏級（44㎏超～48㎏以下）・５２㎏級（48㎏超～52㎏以下）

５７㎏級（52㎏超～57㎏以下）・６３㎏級（57㎏超～63㎏以下）

７０㎏級（63㎏超～70㎏以下）・７０kg超

（３）各地区の出場枠数は以下の通りとする。

南ブロック 米沢 東置賜 西置賜 上山 山形 東村山 西村山 クラブ

団体・個人 １ ２ １ １ ３ ２ ２ １

北ブロック 北村山 上 田川 飽海 クラブ

団体・個人 ３ ３ ３ ３ １

９．引率者及び監督等

（１）「令和５年度 山形県中学校新人体育大会 基本要項 ８ 引率者及び監督等」（山形県中

体連HP記載）に準じる。

（２）（公財）全日本柔道連盟からの「試合場におけるコーチの振る舞い」を熟読し参加する。

１０．競技規則

（１）審判は、国際柔道連盟試合審判規程(2022年４月１日施行の新ルール)及び国内における「少

年大会特別規程」による。

（２）勝敗の判定基準は、次の通りとする。

① 団体戦の個々の試合においては、「技有」以上又は「僅差（『指導』の差が２）」とす

る。優劣の成り立ちは以下の通りとし、それに満たない場合は「引き分け」とする。

「一本」＝「反則勝ち」＞「技有」＞「僅差」

チーム間の内容が同等の場合は、任意の選手による代表戦を行う（但し、予選リーグにお

いては代表戦を行わず「引き分け」とする。）代表戦の判定基準は団体戦と同様とするが、

３分間の本戦で得点差が無い場合は延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。

② 個人戦は、「技有」以上又は「僅差（『指導』の差が２）」とする。スコアが同じ場合

又は指導の差が１の場合は延長戦（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｺｱ）を行う。

③ 団体戦、個人戦ともに、延長戦は「技有」以上又は「僅差（『指導』の差が１）」とす

る。

（３）試合時間は、３分間（団体、個人とも）とし、ゴールデンスコアは時間無制限とする。

（４）ゼッケンの着用

柔道衣に必ずゼッケン（学校名・名字入り）を縫いつけて出場すること。

① 布地は白色（晒、太綾）

② サイズは 横３０～３５㎝、たて２５～３０㎝ 5～10cm

③ 名字（姓）は上側２／３、チーム名は下側１／３

④ 書体は太字ゴシック体（明朝・楷書でもよい）

男子は黒色、女子は赤色とする。 山形六

⑤ 縫いつけの場所は後ろ襟から５～１０㎝下部

で、周囲と対角線を強い糸で縫いつけをする。

（５）女子の試合者は、上衣の下に白色又は白に近い色の半袖で無地のＴシャツ又は半袖のレオタ

ードを着用すること。Ｔシャツのマーキングについては、（公財）全日本柔道連盟が定める

規程（平成２５年４月１日より施行）に準ずる。

（６）計量は以下の通りとする。

佐藤



① 団体戦出場者は時間内１回のみとし、個人戦出場者は計量時間内とする。

② 計量時の服装は、男子は下穿きのみ、女子はＴシャツと下穿きのみの着用とする。

（下着は認める。包帯サポーター等の着用は一切認めない。）

③ 計量では、定められた階級の体重区分にない者は失格とする。（柔道衣等の重さは含ま

ない）

（７）競技の前に柔道衣点検を行う。その際は、試合時に着けるサポーター等を着用して受けるこ

と。なお、柔道衣は国際柔道連盟公認又は全日本柔道連盟認証の柔道衣（上衣・下穿き・

帯）を着用すること。有段者は黒帯を用いること。

（８）決勝、準決勝のオーダーの変更は、コールの後３分以内に提出すること。

（９）団体戦決勝の出場校が男女同一校の場合、女子、男子の順に行う。

（10）（公財）全日本柔道連盟からの「脳振盪の対応について」を遵守すること。

１１．競技方法

《南北ブロック・決勝大会》

（１）団体戦（トーナメント戦とする）

① トーナメント戦の勝ちチームは、次の順により決定する。

イ）勝ち数による。

ロ）勝ち数が同じ時は、内容により決定する。

ハ）ロ）において内容も同じ時は、代表戦を１回行い、必ず優劣を決する。

② ３位決定戦を行う。

（２）個人戦

① 階級毎にトーナメント戦を行い、それぞれ優勝を決定する。

② ３位決定戦を行う。

１２．組 合 せ 南北ブロック大会・決勝大会の組み合わせ抽選は、秋の専門部会で責任をもって

行う。

１３．表 彰 各ブロック大会・決勝大会ごと、団体戦・個人戦とも上位４チ－ム

及び個人上位４名に賞状を用意する。表彰式は試合終了後、直ちに行う。

１５．参 加 料 選手１名につき６００円。（県中体連の取り決めによる。）

各ブロック大会当日に納入する。(決勝大会時は納入の必要なし。）

１６．参加申込及び連絡先

参加申し込み書に必要事項を記入のうえ､下記の所に申し込むこと｡または、校長の署名捺印した原

本をPDF化（ただし、フルカラー、３００dpi以上に限る）したものを下記アドレスに送信してもよい。

地区新人戦の終わっていない地区の学校は、終わりしだい申し込むこと。

《南ブロック》 〒990-0067 山形県東村山郡山辺町清水１番地１

山辺町立山辺中学校 馳尾幸太郎

TEL 023-664-5028 FAX 023-664-5720

mail: juyamabe@town.yamanobe.yamagata.jp

《北ブロック》 〒998-0103 山形県酒田市錦町１－３２－１

酒田市立第四中学校 知野 寿人

TEL 0234-31-0911 FAX 0234-31-4372

mail: sakata4@sakata.ed.jp

《決勝大会》 〒990-0067 山形県山形市花楯二丁目１０－４８

山形市立第四中学校 野川健太朗

TEL 023-622-3904 FAX 023-633-9801

mail:k.nogawa@dai4-j.ymgt.ed.jp



１７．締 切 南北ブロック大会 令和５年１０月 ２日（月）まで

決勝大会 令和５年１０月２７日（金）まで

１８．そ の 他

（１）南北ブロック大会においてコーチを帯同する場合は、大会所定のコーチ確認書を大会事務局

に提出する。（決勝大会では提出しなくともよい）

（２）その他、必要事項については監督会議(書面)で連絡する。

（３）安心・安全な大会運営のために、県中体連で示す「県中体連主催事業実施における新型コロ

ナウイルス感染症及びその他の流行性感染症拡大防止に関する推奨事項について」「熱中症

予防行動の留意点について」及び各大会の熱中症対策を参考に、適切に対策を実施する。

具体的な対応については、別途周知する。


